
浜松湖西豊橋道路の環境影響評価方法書（案）について

資料３



1方法書の構成 1

○方法書とは、都市計画対象事業に係る環境影響評価を行う方法（調査、予測及び評価に係るものに
限る。）について、法令に定められた以下の事項を記載したものです。

（１）都市計画対象道路事業の種類
（２）都市計画対象道路事業実施区域の位置
（３）都市計画対象道路事業の規模
（４）都市計画対象道路事業に係る道路の車線の数
（５）都市計画対象道路事業に係る道路の設計速度
（６）その他、都市計画対象道路事業の内容に関する

事項（既決定内容に限る）

方法書の構成（環境影響評価法第５条第1項、国土交通省令※第17条 等）

１．都市計画対象道路事業の名称

２．都市計画決定権者の名称

３．都市計画対象道路事業の目的及び内容

５．計画段階環境配慮書における調査、
予測及び評価の結果

６．計画段階環境配慮書についての国土交通
大臣意見と都市計画決定権者の見解

７．計画段階環境配慮書の案又は配慮書に
ついての意見と見解

８．都市計画対象道路事業に係る環境影響評価
の項目並びに調査、予測及び評価の手法

４．都市計画対象道路事業実施区域及び
その周囲の概況

※道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令（平成10年6月12日建設省令第10号）



2事業・都市計画決定権者の名称、事業の内容
方法書（案）
P1-1 P2-1 P3-1～6 2

■環境影響評価方法書（案） （仮称）浜松湖西豊橋道路 ※1事業の名称

愛知県都市計画決定権者の名称

愛知県知事
大村 秀章代表者の氏名

愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号住 所

高速自動車国道 または
一般国道（自動車専用道路）の新設事業の種類

愛知県側
起点︓静岡県と愛知県の県境
終点︓愛知県豊橋市事業実施区域の位置

位 置︓次ページのとおり

延 長︓愛知県側 約13km事業の規模

4車線道路の車線の数

80km/h道路の設計速度

第１種第３級（自動車専用道路）道路区分（種級）
そ
の
他

地表式、掘割式、嵩上式、地下式構造の概要

計画有りIC・JCTの設置

計画無し休憩施設の設置
※1：都市計画道路としての名称が未定であるため、仮称と付記しています。

第1章 第2章 第3章



3都市計画対象道路事業実施区域の位置
方法書（案）
P3-1～2 3

○事業実施区域︓当該事業により土地の形状の変更並びに工作物の新設及び増改築が想定される概ねの範囲であり、
工事施工ヤード及び工事用道路等の設置が想定される概ねの範囲を含む区域

※ 地域特性の把握は、原則として事業実施区域及びその周囲（以下、調査区域）【片側約3km】で実施

県道 豊橋渥美線

愛知県

静岡県

延長約13km

※事業実施区域は海を含むように示していますが、
海上を通過したり、海底を改変したりする構造物は、
想定していません。

事業実施区域

第3章



4都市計画対象道路事業実施区域及びその周囲の概況

■自然的状況 ［生活環境(気象・大気質・騒音・振動・水象・水質・地下水質・土壌汚染)］

方法書（案）
P4-1-1～67 4

愛知県

豊橋市

静岡県

吾妻測定局
石巻測定局

今橋測定局

精
進
川

大清水地区市民館

環境基準測定値環境基準の
達成状況

55dB46dB達成昼間

45dB39dB達成夜間

二川測定局
（NO₂、SPM、Ox 、

PM2.5、
有害大気汚染物質）
※Ox︓環境基準が未達成

本郷地区市民館

環境基準測定値環境基準の
達成状況

55dB44dB達成昼間

45dB35dB達成夜間

二川地区市民館

環境基準測定値環境基準の
達成状況

60dB47dB達成昼間

50dB42dB達成夜間

東赤沢町（地下水）
※硝酸化窒素及び亜硝酸性
窒素︓環境基準が未達成

大崎測定局
（SO₂、NO₂、SPM、Ox、PM2.5、
有害大気汚染物質、ダイオキシン類）

※Ox︓環境基準が未達成

土壌汚染調査地点

豊橋地域気象観測所

田原市

野依測定局
（NO₂、SPM、Ox、

PM2.5）
※Ox︓環境基準が未達成

〇大気、騒音、振動、水質、地下水、土壌汚染の既往調査では、一部の道路交通騒音、光化学オキシダント、
地下水質を除き、環境基準、要請限度、指針値を達成しています。

一般国道1号
（豊橋市飯村町）

環境基準測定値環境基準の
達成状況

70dB74dB非達成昼間

65dB69dB非達成夜間

一般国道1号
（豊橋市下地町）

環境基準測定値環境基準の
達成状況

70dB75dB非達成昼間

65dB69dB非達成夜間

第4章



都市計画対象道路事業実施区域及びその周囲の概況
第4章

55
方法書（案）

P4-1-68～143

〇実施区域には、軟弱地盤、重要な地形及び地質｢高師小僧｣「岩屋観音・火打坂」、重要な動物「ギフチョウ」、重要な植物「大崎イ
チョウ」他、景観の眺望点「岩屋緑地公園展望台」他、景観資源「広大な畑地」他、触れ合い活動の場「岩屋緑地」他が存在します。

■自然的状況 ［自然環境（地盤・地形及び地質・動物・植物・生態系、景観・人と自然との触れ合いの活動の場）］

大崎イチョウ

岩屋観音・火打坂

高師小僧

ギフチョウ
ハッチョウトンボ,ギフチョウ,ヒ
メタイコウチ,ヒメヒカゲ,
ウラナミジャノメ

ベッコウトンボ

ベッコウトンボ

ベニイトトンボ

アオヤンマ

岩屋緑地
岩屋緑地
公園展望台

広大な畑地

愛知県

豊橋市

静岡県

境川河口

植田大池

梅田川河口お葉つきイチョウ

田原市

ヤハズヌマガイ

東三河湧水湿地群
（天伯湿地）

東三河湧水湿地群
（長三池のナガバノイシモチソウ自生地）

二川宿



都市計画対象道路事業実施区域及びその周囲の概況
第4章

66
方法書（案）

P4-2-1～166

■社会的状況 ［用途地域、交通の状況、文化財、環境の保全についての配慮が特に必要な施設］
〇実施区域には、二川駅周辺に用途地域、風致地区、一般国道1号、JR新幹線、多くの病院等が存在するほか、

天然記念物（地質）「高師小僧」、埋蔵文化財包蔵地、石巻山多米県立自然公園が存在します。
愛知県

豊橋市

静岡県

芦原小学校

植田小学校

南稜中学校

大崎小学校

本郷中学校

二川小学校

おおさきこども園

植田保育園

高師東こども園

高師台中学校

二川幼稚園
二川病院

第二積善病院

積善病院
島病院

老人保健施設
尽誠苑

谷川王寿園

やまなみ王寿園

高師王寿園

幸王寿園

高師小僧

国道259号
14,538台/日

（大混率︓11.5%）

国道23号
62,792台/日

（大混率︓21.7%）

東三河環状線
16,200台/日

（大混率︓9.9%）

国道1号
25,339台/日

（大混率︓8.1%）

豊橋湖西線
14,862台/日

（大混率︓5.1%）

太田中原線
3,977台/日

（大混率︓1.9%）

豊橋南藤井
眼科クリニック

佐原医院

やすい医院

塩之谷整形外科

石
巻
山
多
米
県
立
自
然
公
園

田原市

二川駅

注）交通量の出典：
令和３年度 全国道路・街路交通情勢調査



計画段階環境配慮書についての国土交通大臣意見と都市計画決定権者の見解 77

都市計画決定権者の見解国土交通大臣からの意見環境要素
・今後の詳細なルートの位置及び道路構造の検討に当たっては、各論での指
摘を踏まえつつ環境の保全上重要な施設等への影響を回避又は極力低減
します。

・今後の詳細なルートの位置及び道路構造の検討に当たっては、各論で
の指摘を踏まえつつ環境の保全上重要な以下の施設等への影響を回
避又は極力低減すること。

ア．学校及び病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施
設並びに住居（以下「住居等」という。）

イ．森林法に基づき指定された保安林
ウ．静岡県立自然公園条例に基づき指定された浜名湖県立自然公園、

愛知県立自然公園条例に基づき指定された石巻山多米県立自
然公園

エ．主要な河川、水源地、東三河渥美半島湧水湿地群（東三河湧
水湿地群・天伯湿地）

オ．重要な地形及び地質
カ．鳥獣保護区、自然環境保全法（昭和47年法律第85号）に基づ

く自然環境保全基礎調査の第６・７回調査（植生調査）におい
て自然度が高いとされた植生、巨樹・巨木林

キ．景観法（平成16年法律第110号）に基づく景観計画区域、湖
西市新居関所周辺地区景観条例（平成22年条例115号）に
基づく新居関所周辺地区、豊橋市まちづくり景観条例（平成４
年条例第57号）に基づく二川宿景観形成地区、景観資源、眺
望点及び人と自然との触れ合いの活動の場

ク．史跡、名勝、天然記念物及び文化財

総論
対象事業実施区域等
の設定

・環境影響評価の項目は、事業特性及び地域特性を踏まえ、適切に選定し
ました。

・なお、本事業に伴い影響を受けるおそれのある項目として、大気質、騒音、
振動、低周波音、水質、地下水の水位、河川、地形及び地質、地盤、日
照阻害、動物、植物、生態系、景観、人と自然との触れ合いの活動の場、
地域の歴史的文化的特性を生かした環境の状況、廃棄物等、温室効果ガ
ス等を選定しました。

・また、今後、本事業において連絡道路が計画され、それにより本事業の実施
に伴う環境影響に追加的な影響が生ずるおそれがある場合は、方法書以降
の手続において、連絡道路の存在・供用を前提とした調査、予測及び評価
を行います。

・今後設定する対象事業実施区域及びその周辺において、上記の環境
の保全上重要な施設等が存在する場合には、環境影響評価の項目の
選定に当たって考慮するものとし、本事業に伴い影響を受けるおそれの
ある大気質、騒音、振動、水質、地形、地質、日照阻害、動物、植物、
生態系、景観、人と自然との触れ合いの活動の場及び廃棄物等その
他環境要素に係る項目から、環境影響評価の項目を適切に選定する
こと。

・また、今後、本事業において連絡道路が計画され、それにより本事業の
実施に伴う環境影響に追加的な影響が生ずるおそれがある場合は、方
法書以降の手続において、連絡道路の存在・供用を前提とした調査、
予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、適切に環境保全措置を検
討すること。

総論
環境影響評価の項
目の選定等

第6章 方法書（案） P6-1～4

（１／３）



計画段階環境配慮書についての国土交通大臣意見と都市計画決定権者の見解
第6章

8

都市計画決定権者の見解国土交通大臣からの意見環境要素
・今後の事業計画の検討に当たっては、自動車の走行に係る大気質、騒音
等の住居等への影響を回避又は極力低減するよう慎重に検討します。

・想定区域及びその周辺には、住居等が存在しているほか、想定区域及びそ
の周辺の自動車交通騒音が一部環境基準を超過している。特に、案①及
び案②のルート帯は、人口集中地区の一部を通過することから、人口集中
地区を回避する案③に比べ、自動車の走行に係る大気への影響、騒音等
の増加による沿道地域への環境影響が懸念される。このため、事業計画の
今後の検討に当たっては、自動車の走行に係る大気質、騒音等の住居等
への影響を回避又は極力低減するよう慎重に検討すること。

大気環境

・今後の詳細なルートの位置及び道路構造の検討に当たり、トンネル構造の
区間を設ける場合には、水源等に対する地下水環境や河川流量等への影
響に配慮します。

・また、方法書以降の手続において、地下水の影響を適切に把握するための
調査を実施し、その結果を踏まえ必要に応じて定量的な予測を行います。

・想定区域の一部は、森林法に基づき指定された水源かん養保安林となって
いる。トンネル構造の区間を設ける場合には、地下水の坑内への流出やトン
ネル内への漏水等による周辺地域における水源等の減水や枯渇等への影
響を回避・低減するため、水道や農業用水等の水源の位置及び使用状況
を十分把握するとともに、必要に応じて理論モデルによる計算又は数値シミュ
レーションなどの手法により定量的な予測を実施すること。また、土工量を抑
制し、地下水への影響を回避又は極力低減する位置及び工法の採用によ
り、地下水、河川流量等への影響を回避又は極力低減すること。

水環境

・今後の詳細なルートの位置及び道路構造の検討に当たっては、希少猛禽
類や植生自然度が高い植生等を含む重要な動植物の生息・生育地に十
分配慮します。

・また、方法書以降の手続においては、専門家等からの助言を踏まえて調査、
予測及び評価を行い、その結果を踏まえ環境保全措置を検討します。

・想定区域の一部は、浜名湖県立自然公園、石巻山多米県立自然公園の
第３種特別地域、普通地域となっている。また、想定区域及びその周辺で
は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年
法律第75号）に基づく国内希少種に指定されているイヌワシ等の生息が確
認されており、イヌワシ等の猛禽類への影響も懸念される。これら重要な動
植物への影響を回避又は低減するため、詳細なルート・構造の検討に当
たっては、これらの生息・生育地に十分配慮するとともに、方法書以降の手
続においては、学識経験者からの助言を踏まえて調査、予測及び評価を行
い、その結果を踏まえ環境保全措置を検討すること。

・特に、希少猛禽類については、希少猛禽類の営巣中心域や高利用域と
いった繁殖に重要な地域への影響を可能な限り回避又は低減すること。また、
「猛禽類保護の進め方（改訂版）」(平成24年12月、環境省)等を踏ま
えて調査、予測及び評価を実施すること。さらに、全てのルート帯には、自然
環境保全法に基づく自然環境保全基礎調査の第６回・７回調査（植生
調査）において植生自然度が高いとされた植生等が存在している。このため、
詳細なルート及び道路構造の検討に当たっては、本事業の実施に伴う自然
環境への影響を慎重に検討し、これらの重要な自然環境の直接改変及び
分断を回避又は極力低減すること。

動物及び生態系

方法書（案） P6-1～4

（２／３）



計画段階環境配慮書についての国土交通大臣意見と都市計画決定権者の見解
第6章

9
方法書（案） P6-1～4

都市計画決定権者の見解国土交通大臣からの意見環境要素
・今後の詳細なルートの位置及び道路構造の検討に当たっては、景観資源、
眺望点及び人と自然との触れ合いの活動の場の直接改変を回避又は極
力低減するとともに、本地域の景観との調和を図り、人と自然との触れ合
い活動の場の機能を低下させないよう配慮します。

・想定区域の一部は、浜名湖県立自然公園、石巻山多米県立自然公園の
第３種特別地域、普通地域となっている。また、景観法に基づく景観計画区
域、湖西市新居関所周辺地区景観条例に基づく新居関所周辺地区、豊橋
市まちづくり景観条例に基づく二川宿景観形成地区等が存在することから、こ
れらの眺望点からの重要な眺望景観及び人と自然との触れ合いの活動の場
への影響が懸念される。このため、詳細なルート及び道路構造の検討に当たっ
ては、景観資源、眺望点及び人と自然との触れ合いの活動の場の直接改変
を回避又は極力低減するとともに、本地域の景観との調和を図り、人と自然と
の触れ合い活動の場の機能を低下させないよう配慮すること。

景観及び人と自然
との触れ合いの活動
の場

ア ．廃棄物について
本事業の実施に伴い発生する廃棄物については極力抑制し、やむを得ず
発生する廃棄物については、可能な限り再生利用を図るなど適正な処理
を行う計画とします。

イ ．建設発生土について
詳細なルートの位置及び道路構造の検討に当たっては、土工量を抑制す
る位置及び工法の採用等により土量バランスを考慮した上で、建設発生
土の発生量を極力抑制します。また、やむを得ず発生する建設発生土に
ついては、可能な限り再生資源として利用を図るなど適正な処理を行う計
画とします。

ア．廃棄物について
本事業の実施により廃棄物が多く発生するおそれがある。このため、今後の

検討に当たっては、本事業の実施に伴い発生する廃棄物の発生量を極力抑
制すること。また、やむを得ず発生する廃棄物については、可能な限り再生利
用を図るなど適正な処理を行う計画とすること。

イ ．建設発生土について
本事業の実施に伴う土地改変、掘削等により建設発生土が多く発生するお

それがある。このため、詳細なルートの位置及び道路構造の検討に当たっては、
土工量を抑制する位置及び工法の採用等により土量バランスを考慮した上で、
建設発生土の発生量を極力抑制すること。また、やむを得ず発生する建設発
生土については、可能な限り再生資源として利用を図るなど適正な処理を行
う計画とすること。

廃棄物等

・工事に伴う温室効果ガスの発生をできる限り削減するよう、工事における
省エネルギー化の推進や再生可能エネルギーの利用等の環境保全措置
を検討します。

・また、道路交通流対策、物流の効率化等の道路交通政策全体の方針を
考慮し、必要に応じて本事業の計画に反映するとともに、道路照明の省エ
ネ化等の取組について事業実施段階において検討を進めます。

・工事に伴う温室効果ガスをできる限り削減するよう、工事における省エネル
ギー化の推進や再生可能エネルギーの利用等の環境保全措置を検討するこ
と。また、「2050 年カーボンニュートラル」の実現に向けた、「地球温暖化対策
計画」（令和３年10月22日閣議決定）や「パリ協定に基づく成長戦略とし
ての長期戦略」（令和３年10月22日閣議決定）等を踏まえつつ、道路交
通流対策、物流の効率化等の道路交通政策全体の方針を考慮し、必要に
応じて本事業の計画に反映するとともに、道路照明の省エネ化等の取組につ
いて検討を進めること。

温室効果ガス

・本事業の実施に伴う環境影響及び環境保全措置の内容について、地域
住民等に対し丁寧な説明を行います。

・また、本事業の推進にあたっては、関係機関等と調整を十分に行い、方法
書以降の環境影響評価手続を実施していきます。

・本事業は、長期間にわたって工事の実施が想定されることから、本事業の実
施に伴う環境影響及び環境保全措置の内容について、地域住民等に対し丁
寧に説明すること。また、本事業の推進に当たっては、関係機関等と調整を十
分に行い、方法書以降の環境影響評価手続を実施すること。

地域住民等への
説明及び関係機関
との連携

（３／３）
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都市計画決定権者の見解地方公共団体の長からの意見項目地方公共
団体の長

・配慮書において設定された複数案を絞り込んだ経緯及びその内容に
ついて、方法書第3章第3節及び第5章において丁寧に記載しました。

・配慮書において設定された複数案を絞り込んだ経緯及びその内容につい
て、方法書において丁寧に記載すること。全

般
的

事
項

愛知県
知事

・事業計画の検討に当たっては、環境の保全に関する最新の知見を
踏まえ、環境影響をできる限り回避、低減します。

・事業計画の検討に当たっては、環境の保全に関する最新の知見を踏まえ、
環境影響をできる限り回避、低減すること。

・生活環境への影響に配慮した事業計画としていくとともに、適切な調
査、予測及び評価の手法を検討し、方法書第8章に記載しました。

・道路の新設又は拡幅により、自動車の走行に伴う大気質、騒音及び振
動による生活環境への影響が懸念される。
このため、生活環境への影響に配慮した事業計画とするとともに、適切な
調査、予測及び評価の手法を検討すること。

大
気
質

及
び

騒
音

・地形及び地質、動物、植物、生態系、景観並びに人と自然との触
れ合いの活動の場への影響に配慮した事業計画としていくとともに、
適切な調査、予測及び評価の手法を検討し、方法書第8章に記載
しました。

・案①は重要な地形及び地質、動物の重要な種の生息地、県立自然公
園、主要な眺望点、景観資源並びに人と自然との触れ合いの活動の場
を、案②は重要湿地及び人と自然との触れ合いの活動の場を通過する
ルート帯となっていることから、これらへの影響が懸念される。
このため、地形及び地質、動物、植物、生態系、景観並びに人と自然と
の触れ合いの活動の場への影響に配慮した事業計画とするとともに、適切
な調査、予測及び評価の手法を検討すること。

地
形
及
び
地
質
、動
物
、

植
物
、生
態
系
、景
観

並
び
に
人
と
自
然
と
の

触
れ
合
い
の
活
動
の
場

・方法書では事業実施区域及びその周囲の概況並びに調査及び
予測の手法を、準備書以降の手続きでは事業実施区域及びそ
の周囲の概況並びに調査及び予測の結果を具体的に図書に記
載した上で、環境の保全の見地からの意見を求めます。

・配慮書の案において、環境影響評価法に規定する事業実施想定区
域及びその周囲の概況並びに計画段階配慮事項の検討に係る調査
及び予測の結果が具体的に記載されていないことから、住民等の意見
聴取がきめ細やかに実施されていないと考えられる。
また、本配慮書においても、これらの事項が具体的に記載されていない。
このため、方法書以降の手続においては、事業実施区域及びその周
囲の概況並びに調査及び予測の結果を具体的に図書に記載した上
で、環境の保全の見地からの意見を求めること。

そ
の
他

・方法書以降の図書の作成に当たっては、配慮書の案に対する住
民等の意見に配慮するとともに、わかりやすい図書となるよう努め
ます。

・方法書以降の図書の作成に当たっては、配慮書の案に対する住民等
の意見に配慮するとともに、わかりやすい図書となるよう努めること。

〇配慮書について、愛知県知事から6件の意見があり、都市計画決定権者の見解（案）は、意見の通りに対応する
方針で作成しました。

第7章
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都市計画決定権者の見解地方公共団体の長からの意見項目
地方公共
団体の長

・自動車の走行に伴う大気質、騒音及び振動、低周波音の影響が
考えられることから、必要に応じて防音壁を設置するなど、適切な処
置を検討・実施し、生活環境の保全に努めます。

・自動車の走行に伴い、大気質、騒音及び振動などの影響が考えられることか
ら、必要に応じて防音壁を設置するなど、適切な処置を検討・実施し、生活
環境の保全に努めること。騒

音
及
び

振
動

豊橋市長

・学校、病院、保育園その他の特に静穏を必要とする施設が存在す
る地域については、工事期間も含めて、騒音・振動などによる影響
を可能な限り回避・低減するよう努めます。

・学校、病院、保育園その他の特に静穏を必要とする施設が存在する地域に
ついては、工事期間も含めて、騒音・振動などによる影響を可能な限り回避・
低減するよう努めること。

・自然公園区域、その他の希少野生動植物種が存在する地域、自
然歩道など人と自然との触れ合いの活動の場への影響を可能な限
り回避、低減する事業計画を策定していきます。

・事業実施想定区域に、自然公園区域、その他の希少野生動植物種が存
在する地域、自然歩道など人と自然との触れ合いの活動の場が含まれること
から、これらへの影響を可能な限り回避、低減する事業計画を策定すること。

動
植
物

・豊橋市大岩町に生息する希少種であるヤハズヌマガイについて、文
献調査や有識者のから意見を適宜聴取した上で現地調査を行い、
環境影響評価に必要な情報収集を適切に実施するとともに、可能
な限り影響を与えないように配慮します。

・豊橋市大岩町に生息する希少種であるヤハズヌマガイについて、必要な情報
収集を適切に実施するとともに、可能な限り影響を与えないように配慮するこ
と。

・希少植物の分布状況などについては、公表による採取リスクを避け
るため、詳細な位置等を非公表として取り扱っている場合があるもの
について、市担当者又は有識者の意見を適宜聴取して、適切に環
境影響評価を行います。

・希少植物の分布状況などについては、公表による採取リスクを避けるため、詳
細な位置等を非公表として取り扱っている場合があることから、市担当者又
は有識者の意見を適宜聴取すること。

〇配慮書について、豊橋市長から12件の意見があり、都市計画決定権者の見解（案）は、意見の通りに対応する
方針で作成しました。
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都市計画決定権者の見解地方公共団体の長からの意見項目
地方公共
団体の長

・今後の各検討段階において、令和３年４月に策定した豊橋市景観計画に
沿った景観配慮に努めます。

・今後の各検討段階において、令和３年４月に策定した豊橋市景観
計画に沿った景観配慮に努めること。景

観豊橋市長

・重要湿地である「東三河・渥美半島湧水湿地群」及びこれらに流入する水
脈について、環境影響評価に必要な情報収集を適切に実施するとともに、こ
れらの保護に努めます。

・重要湿地である「東三河・渥美半島湧水湿地群」及びこれらに流入
する水脈について、必要な情報収集を適切に実施するとともに、これら
の保護に努めること。重

要
湿
地

等
の
保
護

・実施区域及びその周辺に存在する高師小僧をはじめとした天然記念物若し
くは巨木又は重要文化財等について、環境影響評価に必要な情報収集を
適切に実施するとともに、これらの保護に努めます。

・計画予定地周辺には、高師小僧をはじめとした天然記念物若しくは
巨木又は重要文化財等が多数存在することから、必要な情報収集
を適切に実施するとともに、これらの保護に努めること。

・文献調査等について、引き続き市担当者や有識者から環境影響評価に必
要な情報を入手するなど、適切な情報収集に努めます。

・計画段階環境配慮事項に係る調査について、文献調査等が十分で
ないところがあると考えられることから、今後は市担当者や有識者から
必要な情報を入手するなど、適切な情報収集に努めること。

そ
の
他

・今後の各検討段階において、市担当者と十分に協議を行うとともに、法的に
必要な手続きを適切に実施します。

・今後の各検討段階において、市担当者と十分に協議を行うとともに、
法的に必要な手続きを適切に実施すること。

・方法書以降の図書の作成にあたっては、環境影響評価法及び関係法令の
規定に従い、周辺環境に与える影響について、市民及び関係者の意見も踏
まえつつ、適切な予測及び評価に努めます。

・環境影響評価方法書以降の図書の作成にあたっては、環境影響評
価法及び関係法令の規定に従い、周辺環境に与える影響について、
市民及び関係者の意見も踏まえつつ、適切な予測及び評価に努め
ること。

・方法書以降の図書の作成にあたっては、丁寧かつわかりやすい図書の作成に
努めるとともに、環境影響評価法の規定に基づき、市民等へ丁寧かつ十分
な情報発信に努めます。

・環境影響評価方法書以降の図書の作成にあたっては、丁寧かつわか
りやすい図書の作成に努めるとともに、市民等へ丁寧かつ十分な情報
発信に努めること。

方法書（案） P7-6～7
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事業特性・地域特性を踏まえた項目選定の理由

土地又は工作物の
存在及び供用工事の実施

自
動
車
の
走
行

道
路(

地
下
式)

の
存
在

道
路(

嵩
上
式)

の
存
在

道
路(

地
表
式
又
は
掘
割
式)

の
存
在

掘
削
工
事
、
ト
ン
ネ
ル
工

事
の
実
施

工
事
用
道
路
等
の
設
置

工
事
施
工
ヤ
ー
ド
の
設
置

切
土
工
等
又
は

既
存
の
工
作
物
の
除
去

資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に

用
い
る
車
両
の
運
行

建
設
機
械
の
稼
働

住居等が存在するため、工事の実施及び土地又は工作物の存在及び供用（自動車の走行）に係る
二酸化窒素及び浮遊粒子状物質による影響が考えられます。○●●

二酸化窒素
浮遊粒子状
物質大気質

大気環境

環境の自
然的構成
要素の良
好な状態
の保持を
旨として調
査、予測
及び評価
されるべき
環境要素

住居等が存在するため、工事の実施に係る粉じん等による影響が考えられます。○○粉じん等
住居等が存在するため、工事の実施及び土地又は工作物の存在及び供用に係る騒音による影響が
考えられます。○○○騒音騒音

住居等が存在するため、工事の実施及び土地又は工作物の存在及び供用に係る振動による影響が
考えられます。○○○振動振動

住居等が存在し、かつその周辺の対象道路のうち一部の区間について嵩上式（橋もしくは高架構
造）で計画しているため、土地又は工作物の存在及び供用に係る低周波音による影響が考えらます。●低周波音低周波音

公共用水域が存在するため、工事の実施に係る水質（水の濁り）への影響が考えられます。●水の濁り水質

水環境

住居等が存在し、かつその周辺の対象道路のうち一部の区間について地表式又は掘割式、地下式で
計画しているため、工事の実施及び土地又は工作物の存在及び供用に係る地下水の水位に対する影
響が考えられます。

■■■
地下水の
水位

地下水の
水位

住居等が存在し、かつその周辺の対象道路のうち一部の区間について地表式又は掘割式、地下式で
計画しているため、工事の実施及び土地又は工作物の存在及び供用に係る河川の変化に対する影響
が考えられます。

■■■
河川の
変化河川

重要な地形及び地質が存在するため、工事の実施及び土地又は工作物の存在及び供用に係る重要
な地形及び地質への影響が考えられます。〇〇

重要な地形
及び地質

地形及び
地質

土壌に係る
環境
その他の環境

住居等及び軟弱地盤帯等が存在し、かつ対象道路のうち一部の区間について地表式又は掘割式、
地下式で計画しているため、工事の実施及び土地又は工作物の存在及び供用に係る地盤沈下による
影響が考えられます。

●●●地盤沈下地盤

住居等が存在し、かつ対象道路のうち一部の区間について嵩上式（橋もしくは高架構造）で計画して
いるため、土地又は工作物の存在及び供用に係る日照阻害の影響が考えられます。○日照阻害その他の

環境要素

影響要因の区分

環境要素の区分

〇環境影響評価の項目は、国土交通省令に基づき、愛知県環境影響評価指針等を参考として、事業特性及び地域特性を踏まえ
て選定しました。

注１）表中の“○”印は国土交通省令に示されている参考項目、“●”印は国土交通省令に示されている参考項目以外の項目、“■”印は愛知県環境影響評価指針等に示されている項目“ 太枠 ”印は計画段階環境配慮書で選定された計画段階環境配慮事項に準ずる
項目を示す。

第8章
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■都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目

14

事業特性・地域特性を踏まえた項目選定の理由

土地又は工作物の
存在及び供用工事の実施

自
動
車
の
走
行

道
路(

地
下
式)

の
存
在

道
路(

嵩
上
式)

の
存
在

道
路(

地
表
式
又
は
掘
割
式)

の
存
在

掘
削
工
事
、
ト
ン
ネ
ル
工
事
の

実
施

工
事
用
道
路
等
の
設
置

工
事
施
工
ヤ
ー
ド
の
設
置

切
土
工
等
又
は

既
存
の
工
作
物
の
除
去

資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に

用
い
る
車
両
の
運
行

建
設
機
械
の
稼
働

重要な種の生息環境が存在するため、工事の実施及び土地又は工作物の存在及び供用に係る動物
（重要な種）への影響が考えられます。●○●○●

重要な種及び
注目すべき生息地動物

生物の多様性
の確保及び自
然環境の体系
的保全を旨と
して調査、予
測及び評価さ
れるべき環境
要素

重要な種の生育環境が存在するため、工事の実施及び土地又は工作物の存在及び供用に係る植物
（重要な種）への影響が考えられます。●○●○重要な種及び群落植物

地域を特徴づける生態系を構成する動物・植物の生息・生育基盤が存在するため、工事の実施及び
土地又は工作物の存在及び供用に係る生態系（地域を特徴づける生態系）への影響が考えられます。●○●○●

地域を特徴づける生態
系生態系

主要な眺望点及び景観資源が存在し、なおかつ県立自然公園を通過するため、工事の実施及び土
地又は工作物の存在及び供用に係る主要な眺望景観への影響が考えられます。○●

主要な眺望点及び景
観資源並びに主要な
眺望景観

景観

人と自然との
豊かな触れ合
いの確保を旨
として調査、予
測及び評価さ
れるべき環境
要素

主要な人と自然との触れ合いの活動の場が存在し、なおかつ県立自然公園を通過するため、工事の
実施及び土地又は工作物の存在及び供用に係る主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響
が考えられます。

●○●
主要な人と自然との触
れ合いの活動の場

人と自然と
の触れ合い
の活動の場

文化財保護条例等に基づく指定文化財及び埋蔵文化財が存在するため、工事の実施に係る文化財
への影響が考えられます。また、土地又は工作物の存在及び供用に係る日照阻害、地下水の変化、
排気ガスによる植物の天然記念物への影響が考えられます。（※植物の天然記念物︓愛知県側の
「お葉つきイチョウ」、静岡県側の「玉洞寺のサザンカ」「トキワマンサク北限群生地」）

■■
地域の歴史的文化的特性を生かし
た環境の状況

工事の実施に伴い発生する建設副産物を事業実施区域外へ搬出することを想定しているため、工事の
実施に係る廃棄物等の影響が考えられます。〇

建設工事に伴う
副産物廃棄物等環境への負荷

の量の程度に
より予測及び
評価されるべ
き環境要素

工事の実施に伴い温室効果ガス等（二酸化炭素）が発生するため、工事の実施に係る温室効果ガ
ス等の影響が考えられます。■温室効果ガス等温室効果ガス等

影響要因の区分

環境要素の区分

注１）表中の“○”印は国土交通省令に示されている参考項目、“●”印は国土交通省令に示されている参考項目以外の項目、“■”印は愛知県環境影響評価指針等に示されている項目“ 太枠 ”印は計画段階環境配慮書で選定された計画段階環境配慮事項に準ずる
項目を示す。

方法書（案） P8-3
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■環境影響評価の調査、予測及び評価の手法

15

予測の手法調査の手法環境要素の区分
拡散式を用いて、二酸化窒素、浮遊粒子状物質の濃度を予測

資料調査
現地調査

二酸化窒素・浮遊粒子状物質
大気質

大気環境

事例の引用または解析により得られた経験式を用いて、季節別降下ばいじん量を予測粉じん等

音の伝搬理論に基づく予測式を用いて、騒音レベルを予測騒音騒音

事例の引用又は解析等により得られた予測式を用いて、振動レベルを予測振動振動

既存調査結果より導かれた予測式を用いて、低周波音圧レベルを予測低周波音低周波音

類似事例を用いて推定する方法等による水の濁りの程度を予測水の濁り水質

水環境 事例の引用または理論的解析により地下水位、湧水量の変化を予測地下水の水位地下水の水位

事例の引用または理論的解析により河川流量、利水及び水面利用等への影響の程度を予測河川の変化河川
土地の改変範囲と重要な地形・地質の分布範囲を重ね合わせにより重要な地形地質の改変の程度
を予測重要な地形及び地質地形及び地質土壌に係る環境

その他の環境 理論モデルによる計算または数値シミュレーションを用いて地盤沈下量を予測地盤沈下地盤

日影図の作成により構造物による日影を予測日照阻害その他の環境要素
重要な種等の生息地の消失・縮小する区間及びその程度を把握し、重要な種等の生息に及ぼす影
響を科学的知見や類似事例を参考に予測重要な種及び注目すべき生息地動物

重要な種等の生育地の消失・縮小する区間及びその程度を把握し、重要な種等の生育に及ぼす影
響を科学的知見や類似事例を参考に予測重要な種及び群落植物

注目種・群集の生息・生育基盤の消失・縮小する区間等及びその程度を把握し、生態系に及ぼす
影響を科学的知見や類似事例を参考に予測地域を特徴づける生態系生態系

主要な眺望点及び景観資源と事業実施区域の重ね合わせにより改変の位置及びその程度を、また
フォトモンタージュ法等の視覚的な表現方法により、主要な眺望景観の変化の程度を予測

主要な眺望点及び景観資源
並びに主要な眺望景観景観

主要な人と自然との触れ合いの活動の場及び自然資源と事業実施区域の重ね合わせにより改変の
位置及び程度、利用性の変化、快適性の変化等を予測

主要な人と自然との
触れ合いの活動の場

人と自然との触れ
合いの活動の場

地域の歴史的文化的特性を生かした環境(文化財・天然記念物)と事業実施区域の重ね合わせに
より改変の位置及び程度を予測地域の歴史的文化的特性を生かした環境の状況

事業特性及び地域特性の情報を基に、廃棄物等の種類ごとの概略の発生及び処分の状況を予測資料調査建設工事に伴う副産物廃棄物等

工事実施に伴う温室効果ガスの発生量を予測－温室効果ガス等温室効果ガス等

〇調査、予測及び評価の手法は、国土交通省令に基づき、道路環境影響評価の技術手法（平成24・令和2年度版）に示される手法、
並びに愛知県環境影響評価指針等に示される参考手法を参考として、事業特性及び地域特性を踏まえて選定しました。

評価の手法 ①事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減、若しくは環境保全への配慮がなされているかについて見解を明らかにする
②法的な基準に適合しているか検討（※法令で評価基準または目標が示されている場合）

方法書（案） P8-4～25


